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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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要 旨 
 

＜概要＞ 

九州旅客鉄道株式会社の豊肥線熊本駅発宮地駅行き２両編成の下り気第４４３Ｄ列

車は、平成２８年４月１６日、赤水駅を１時２４分ごろ出発した。 

列車の運転士は、列車が赤水駅の大分駅方分岐器を通過直後、突き上げられるよう

な激しい揺れを感じるとともに、携帯電話からの緊急地震速報を示す音を認めたこと

から、非常ブレーキをかけて列車を停止させた。 

列車は、１両目の前台車全軸が右側に、２両目の前台車全軸が左側に、後台車全軸

が右側に脱線していた。 

列車には、運転士１名が乗務していたが、負傷はなかった。また、列車は回送扱い

としていたことから、旅客は乗車していなかった。 

なお、同日１時２５分ごろ、「平成２８年（２０１６年）熊本地震」のうちの、熊

本県熊本地方を震源とするマグニチュード７.３の地震が発生し、熊本県益城
ま し き

町
まち

で最

大震度７の揺れが観測された。 



＜原因＞ 

本事故は、列車が赤水駅構内を走行中に、「平成２８年（２０１６年）熊本地震」

のうちの、４月１６日１時２５分ごろに発生した地震による、大きな地震動を受けた

ため、１両目前台車全軸及び２両目後台車全軸の右車輪がほぼ同時に右レールに乗り

上がって右側に脱線し、その後、２両目前台車全軸の左車輪が左レールに乗り上がっ

て左側に脱線したことにより、発生したものと推定される。 

２両目前台車全軸の脱線については、１両目前台車第１軸が、脱線後に走行しなが

ら踏切のコンクリートブロック製の舗装に乗り上げた衝撃により、列車が水平座屈し、

２両目前台車によってレールに大きな左方向の荷重がかかり、レールを変形させたこ

とから発生した可能性があると考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

九州旅客鉄道株式会社の豊肥線熊本駅発宮地駅行き２両編成の下り気第４４３Ｄ列

車は、平成２８年４月１６日（土）、赤水駅を１時２４分ごろ出発した。 

列車の運転士は、列車が赤水駅の大分駅方分岐器を通過直後、突き上げられるよう

な激しい揺れを感じるとともに、携帯電話からの緊急地震速報を示す音を認めたこと

から、非常ブレーキをかけて列車を停止させた。 

列車は、１両目（車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）

の前台車全軸が右側に、２両目の前台車全軸が左側に、後台車全軸が右側に脱線して

いた。 

列車には、運転士１名が乗務していたが、負傷はなかった。また、列車は回送扱い

としていたことから、旅客は乗車していなかった。 

なお、同日１時２５分ごろ、「平成２８年（２０１６年）熊本地震」のうちの、熊

本県熊本地方を震源とするマグニチュード７.３の地震が発生し、熊本県益城
ま し き

町
まち

で最

大震度７の揺れが観測された。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２８年４月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか２名の鉄道事故調査官を指名した。 

九州運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場等に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２８年４月２６日    口述聴取 

平成２８年４月２７日    現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

2.1.1 乗務員の口述 

事故に至るまでの経過は、九州旅客鉄道株式会社（以下「同社」という。）の下

り気第４４３Ｄ列車（以下「本件列車」という。）の運転士によると、概略次のと

おりであった。 

本件列車に乗務する前に、熊本車両センターで本件列車となる前の回気第 

４４３Ｄ列車の出区点検*1を実施したところ、車両に異状はなかった。その後、

同列車を熊本車両センターから熊本駅まで運転し、熊本駅から、本件列車とし

て折り返して宮地駅行として出発した。 

本件列車は、熊本駅（同社の記録によると、熊本駅を４月１６日０時２０分

に出発している。）から赤水駅２番線の所定位置（熊本駅起点４０ｋ１９７ｍ、

以下「熊本駅起点」は省略する。）までは異状なく運転できた。 

その後、出発信号機の進行信号現示を確認し、列車を出発させた。同駅の大

分方の分岐器（赤水駅２１号）を、約３５km/hで通過した直後、今までに経験

したことのないような、突き上げられて運転席から体が浮くぐらい強い縦揺れ

を感じ、ほぼ同時に業務用携帯電話から緊急地震速報を示す音が鳴ったため、

地震だと思い、直ちに非常ブレーキを扱ったが、そのまま数十メートル進んで

停止した。 

運転室の窓から確認したところ、１両目先頭が右に脱線し、小割１号踏切道

（４０ｋ３７８ｍ）をまたぐ形で停止していた。 

同社の博多総合指令所（以下「指令所」という。）に、地震のため、脱線し

た模様である旨を列車無線で連絡した後、降車して列車の状況を確認したとこ

ろ、１両目の前台車全軸が脱線、後台車全軸はレールに載っており、２両目の

前台車、後台車の全軸が脱線していることを確認し、その旨を指令所に業務用

携帯電話で連絡した。 

なお、同社によると、本件列車は通常であれば、熊本駅２０時３５分発、宮地駅

２２時０９分着の普通列車であり、宮地駅に到着後、同駅に留置され、明朝の宮地

駅発熊本駅行きの上り列車となるものであるとのことであった。 

また、豊肥線は４月１４日２１時２６分ごろに発生した地震（以下「前震」とい

う。）の影響で、４月１５日は運休とされていたが、４月１６日の朝から運転を再

開するため、本件列車を４月１５日の深夜に、回送扱いの列車として運転したとの

                                                                              
*1 「出区点検」とは、運転士が車両基地などから列車を出発させる前に、車両状態の確認（各機器類の動作確認、

搭載用品の確認、車内点検、ブレーキ試験など）を行うことをいう。 



 

 

- 3 - 

ことであった。 

（付図１ 豊肥線の路線図、付図２ 事故発生箇所付近の地形図、付図３ 事故発

生箇所の概況、付図４ 本件列車停止箇所の概況 参照） 

 

2.1.2 運転状況の記録 

本件列車には、時刻、速度、力行
りっこう

ノッチ、ブレーキの操作、戸閉め表示灯及び車掌

スイッチ（以下「ドアスイッチ」という。）の状況等を、０.２秒ごとに記録すること

ができる装置（以下「運転状況記録装置」という。）が設置されている。また、本件

列車に設置されている自動列車停止装置（ＡＴＳ－ＳＫ／ＤＫ、以下「ＡＴＳ車載器」

という。）には、時刻、速度情報とＡＴＳ信号の受信状況等が０.１秒ごとに記録され

ている。 

これらの記録によれば、本事故発生前後の運転状況は、表１及び付図５のグラフに

示すとおりであった。なお、時刻については、記録された時刻から実際の時刻への補

正を行った。速度は車輪の回転数から算出しており、車輪の滑走等による誤差を内在

する可能性がある。走行距離は、速度から算出したが、これについても車輪の滑走等

による誤差を内在する可能性がある。 

なお、3.6.2に後述するように、１時２５分ごろに発生した地震（以下「本震」と

いう。）により、１時２５分１７秒ごろ脱線が発生したと推定される。 

（付図５ 事故発生前後の運転状況グラフ 参照） 

 

表１ 本事故発生前後の運転状況 

時 刻 
速度 

(km/h) 

力行 

ノッチ 
ブレーキ 列車の状態等 

1時 24分 52秒 8 0 切り ゆるめ 
赤水駅２番線列車停止目標付近 

（４０ｋ１９７ｍ付近） 

1時 24分 53秒 4 0 1ﾉｯﾁ ゆるめ 赤水駅を出発 

1時 25分 02秒 8 9 5ﾉｯﾁ ゆるめ 
○ＡＴＳ進行信号を受信（４０ｋ

２０９ｍ付近） 

1時 25分 16秒 0 38 5ﾉｯﾁ ゆるめ 
力行中にもかかわらず、加速が鈍

る（４０ｋ３１１ｍ付近） 

1時 25分 17秒 4 36 5ﾉｯﾁ ゆるめ 

２両目後台車第２軸が、赤水駅 

２１号分岐器から進出 

（４０ｋ３２６ｍ付近） 
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1時 25分 17秒 8 41 5ﾉｯﾁ ゆるめ 
車両の性能以上に加速する 

（４０ｋ３３０ｍ付近） 

1時 25分 20秒 6～  

1時 25分 21秒 4 
31 切り 非常 

力行ノッチ切り、非常ブレーキ扱

い（４０ｋ３６１ｍ付近） 

1時 25分 22秒 2～  

1時 25分 23秒 8 
22 切り 非常 

戸閉め表示灯回路が瞬間的に２回

切れる（４０ｋ３７５ｍ付近） 

同時刻に、左右いずれかのドアス

イッチを、ドアを開く側に扱われ

た記録はなかった 

1時 25分 25秒 0 0 切り 非常 

停止（４０ｋ３８２ｍ付近。 

実際の停止位置は、４０ｋ３８８

ｍ付近） 

※ ○は、ＡＴＳ車載器による記録。それ以外は、運転状況記録装置の記録を示す。 

※ 括弧内のキロ程は、運転状況記録装置の記録より算出した、本件列車の１両目先

頭での位置を示す。 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

なし。 

 

２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1 事故発生箇所等に関する情報 

(1) 本件列車の停止位置 

本件列車は、１両目先頭が４０ｋ３８８ｍ付近に停止しており、２両目後

端は４０ｋ３４６ｍ付近に停止していた。 

なお、本件列車の１両目は、小割１号踏切道（４０ｋ３７８ｍ、幅員  

６.５ｍ）をまたぐ形で停止していた。 

(2) 本件列車の脱線の状況 

１両目前台車第１軸は右に約９３０mm、第２軸は右に約１,０１５mm、２

両目前台車第１軸は左に約４０mm、第２軸は左に約６０mm、２両目後台車第

１軸は右に約４５０mm、第２軸は右に３００mm、それぞれレールから外れて

脱線していた。 

なお、１両目後台車第１軸と第２軸については、脱線していなかった。 

（付図３ 事故発生箇所の概況、付図４ 本件列車停止箇所の概況、付図６ 線路

上の痕跡 参照） 
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2.3.2 鉄道施設に関する情報 

2.3.2.1 路線の概要 

同社の豊肥線は、熊本駅～大分駅間、延長１４８.０km、軌間１,０６７mmの単線

の路線であり、このうち、熊本駅～肥後大津駅間（延長２２.６km）は交流 

２０,０００Ｖの電化区間で、それ以外は非電化区間である。事故発生箇所は非電

化区間であった。 

なお、事故発生箇所である赤水駅と熊本駅寄りの立野駅の間において、本震後に

大規模な土砂崩れが発生し、その影響により豊肥線の線路も寸断され、その後、長

期間の運休となった。 

（付図１ 豊肥線路線図、付図２ 事故発生箇所付近の地形図 参照） 

 

2.3.2.2 線路に関する情報 

(1) 軌道の状況 

事故発生箇所付近の軌道は、５０㎏Ｎレールが使用されたバラスト軌道

（道床厚２００mm以上、肩幅３５０mm以上）である。まくらぎには、木まく

らぎとおよそ４本おきにＰＣまくらぎ１本が使用されている。 

(2) 線路の状況 

赤水駅から大分駅方面行きについては、赤水駅２番線の４０ｋ１９７ｍに

列車停止位置目標があり、側線（保材線）への分岐器（赤水駅３１号、８番

片開き分岐器）の直線側、本線と合流する分岐器（赤水駅２１号、１２番片

開き分岐器）の左曲線を経て、４０ｋ２８６ｍ付近で本線に至る。そこから

４０ｋ３１９ｍまでは直線で、４０ｋ３１９ｍから４０ｋ３９４ｍまでが半

径１,２５０ｍの左曲線である。このうち、４０ｋ３２９ｍから４０ｋ３８４

ｍまでが円曲線であり、その前後のそれぞれ１０ｍは緩和曲線である。本円曲

線中のカントは９mmに設定されており、緩和曲線全長で逓減
ていげん

されている。ス

ラックは０mmで設定されている。 

(3) 線路勾配の状況 

事故発生箇所付近の本件列車の進行方向を基準とした線路の勾配は、赤水

駅の２番線を含み、４０ｋ３１８ｍまでが平坦
へいたん

で、以降本件列車停止位置に

至るまで２.３‰の上り勾配である。 

（付図３ 事故発生箇所の概況 参照） 

 

2.3.2.3 軌道の定期検査に関する情報 

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成１３年国土交通省令第１５１

号）の実施に関する基準として、同省令に基づき、同社が九州運輸局長に届け出て
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いる施設設備実施基準では、線路設備の検査として年１回以上、軌道変位検査を実

施することとされている。 

事故発生箇所付近の線路は、本事故直近では平成２８年２月２８日に軌道検測車

による測定が行われており、測定された数値に異常を示すものは見られなかった。 

 

2.3.3 本件列車の状況 

(1) 車両の概要 

車  種    内燃動車（ディーゼルカー） 

編成両数    ２両 

記号番号    下図のとおり 

 

 

 

 

 

 

(2) 定期検査等の状況 

本件列車の車両の製造年と本事故直近の定期検査の実施状況は、次のとお

りであり、各検査の記録に異状を示すものは見られなかった。 

 

１両目 キハ１４７-１８２ 

新 製    昭和５６年 

全 般 検 査    平成２２年 ５ 月１１日 

重要部検査    平成２６年１０月２４日 

交 番 検 査    平成２８年 １ 月２１日 

仕 業 検 査    平成２８年 ４ 月１２日 

 

２両目 キハ１４７-６１ 

新 製    昭和５４年 

全 般 検 査    平成２７年 ４ 月 ９ 日 

交 番 検 査    平成２８年 ３ 月２５日 

仕 業 検 査    平成２８年 ４ 月１２日 

 

(3) 静止輪重値及び静止輪重比の状況 

同社によると、本件列車の車両の静止輪重値の調整及び測定については、

は脱線軸を示す。 

１両目（キハ 147-182） ２両目（キハ 147-61） 

列車進行方向 
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全般検査時及び重要部検査時に実施しているとのことである。本事故直近の

輪重測定検査記録によると、静止輪重値及び静止輪重比*2は表２のとおりで

あった。これによると、静止輪重比は同社が設定している管理値*3である 

１５％以内（静止輪重比では、０.８５から１.１５の範囲）に対し、全軸と

も、その範囲内であった。 

 

表２ 本事故直近の静止輪重値及び静止輪重比記録 

 

前台車 後台車 

第１軸 第２軸 第１軸 第２軸 

静止 

輪重値

(kN) 

静 止 

輪重比 

静止 

輪重値

(kN)) 

静 止 

輪重比 

静止 

輪重値

(kN)) 

静 止 

輪重比 

静止 

輪重値

(kN)) 

静 止 

輪重比 

１両目 

右車輪 48.5 

1.01 

51.1 

1.03 

43.6 

1.01 

44.2 

0.99 

左車輪 49.1 54.0 44.3 43.6 

２両目 

右車輪 44.8 

0.98 

45.6 

0.96 

54.5 

0.96 

50.5 

0.98 

左車輪 42.7 42.2 50.6 47.4 

※ 静止輪重比は、左車輪の値を示す。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両の損傷、痕跡等に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷及び痕跡等の状況 

2.4.1.1 線路上の痕跡 

線路上の主な痕跡は次のとおりであった。 

なお、各痕跡の位置関係を図１に示す。2.4.1.2(4)で後述する、４０ｋ３５４ｍ

付近を含め、主な痕跡が見られた地点を、それぞれ「Ａ地点」から「Ｆ地点」とす

る。 

(1) ４０ｋ２８８ｍ付近（以下「Ａ地点」という。）から４０ｋ２９２ｍ付近

までの約４ｍの間に右レール頭頂面を軌間内側から外側へと斜めに横切る車

輪フランジによるものとみられる痕跡があった。４０ｋ２９３ｍ付近から、

右レールの軌間外側のまくらぎ上及び左レールの軌間内のまくらぎ上に断続

的に痕跡があった。 

また、４０ｋ２９０ｍ付近（以下「Ｂ地点」という。）を始点として、右

                                                                              
*2 「静止輪重比」とは、１軸の輪軸に対し、片側の車輪の輪重（静止輪重値）をその軸の平均輪重で除した値を

いう。 

*3 ここでいう「管理値」とは、静止輪重比の管理限度を表す数値であり、静止輪重比を百分率表示した値と  

１００％との差の絶対値が、この管理値内にあるように管理することとしている。 
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レール頭頂面上に、軌間内側から外側へと斜めに横切る車輪フランジによる

ものとみられる痕跡があった。 

(2) ４０ｋ３０５ｍ付近（以下「Ｃ地点」という。）を始点として、左レール

頭頂面を軌間内側から外側に向け斜めに横切る車輪フランジによるものとみ

られる痕跡があったが、この痕跡については、４０ｋ３２０ｍ付近で急激に

軌間内側へと戻っていた。 

(3) ４０ｋ３２４ｍ付近（以下「Ｄ地点」という。）の右レール軌間内側側面

に車輪フランジと接触し、乗り上がったとみられる痕跡があった。４０ｋ 

３２７ｍ付近のまくらぎの右レール軌間外側に、落下した車輪によるとみら

れる損傷があった。 

また、４０ｋ３２６ｍ付近（以下「Ｅ地点」という。）の右レール軌間内

側側面に車輪フランジと接触し、乗り上がったとみられる痕跡があった。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 線路上の痕跡の位置関係 

 

（付図６ 線路上の痕跡、付図７ Ａ地点から列車停止位置までの痕跡 参照） 

 

2.4.1.2 鉄道施設の損傷 

鉄道施設の主な損傷は次のとおりであった。 

(1) ４０ｋ３１３ｍ付近の軌間中央に設置されている、地上子（小割２号踏切

道（４０ｋ５１９ｍ）の警報開始用バックアップ地上子）が破損していた。 

(2) ４０ｋ３１５ｍ付近にあるレール継目板を固定しているボルトが破損し、

左のレール継目に８０㎜、右のレール継目に７５㎜の隙間が空いていた。 

(3) 本事故発生後の現場調査時に、４０ｋ２８７ｍから本件列車の終端位置手

前まで、手動による軌道変位測定（１０ｍ弦）を行ったところ、４０ｋ  

３２０ｍ付近で、同社が整備基準値（静的値）とする２２㎜を超える２７㎜

の通り変位が、また、４０ｋ３２７ｍから４０ｋ３３３ｍにかけて、最大で

４７㎜の通り変位が見られた。水準変位については、４０ｋ３１４ｍで、 

４１mmが見られた。同社によると、水準変位については、整備基準値は設定
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されておらず、平面性変位での管理とされている。平面性変位については、

測定された水準変位の値から平面性変位に換算したところ４０ｋ３１９ｍ付

近で最大２９mmとなり、同社が整備基準値（静的値）として設定している 

１８mmを超えていた。 

(4) ４０ｋ３５４ｍ付近（以下「Ｆ地点」という。）の左右のレールに、大き

な軌道変位（左右、上下方向の変形。以下「変形」という。）が見られた。

また、この部分のまくらぎ３本は、左レール直下で折損していた。 

本件列車を撤去した後に同箇所を測定したところ、左右レールがＦ地点を

頂点として、軌道中心から左に約４００㎜変形していた。変位値としては、

通り変位で最大３８８mm、軌間はＦ地点から約３ｍ終点寄りである４０ｋ 

３５７ｍ付近を最大として、車輪幅（１２５mm）を超える約２３０mmの拡大

が見られた。水準変位は軌間の拡大が大きかったため、測定器が使えない箇

所があったが、測定可能な箇所では左側レールが右側レールより４５mm高く

なる方向の水準変位が見られた。 

(5) 小割１号踏切道のコンクリートブロック製の舗装に車輪によるとみられる

痕跡があった。また、同踏切の大分駅寄りにある水路と道路を隔てる落輪防

止壁が破損し、水路に落下していた。 

(6) 同踏切に４基ある踏切遮断機のうち、右奥側にある踏切遮断機本体が、基

礎に固定されている部分の少し上で折損していた。また、本体側面には本件

列車の前面にある足かけと同形状とみられる痕跡があった。 

なお、倒された遮断機の遮断かんについては、降下完了した位置で止まっ

ており、踏切の動作状況が記録にも、本事故前に同踏切が動作し、遮断した

ことが記録されていた。 

(7) 同踏切の大分駅寄りにある水路のコンクリート製の壁の一部が損傷してい

た。 

(8) その他、脱線の痕跡の位置から列車の停止位置まで、多数の犬くぎ及び 

レール締結装置のボルト等が破損していた。 

（付図７ Ａ地点から列車停止位置までの痕跡、付図８－１及び付図８－２ 地上

施設の損傷状況、付図９ 事故後の軌道変位の状況（事故による変形を含む） 

参照） 

 

2.4.2 車両の損傷及び痕跡等の状況 

本件列車の車両の主な損傷及び痕跡の状況は次のとおりであった。 

(1) １両目の先頭下部に取り付けられているスノープラウの前端及び下辺が、

後方に巻き込まれるように変形していた。また、１両目前台車第１軸車輪の
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前方に取り付けられている排障器が、上方に曲損していた。さらに、同台車

第２軸車輪後方に取り付けられている砂撒
ま

き装置（セラジェット）のノズル

の先端が落失していた。 

(2) ２両目後端に取り付けられているスノープラウが割損していた。 

(3) 進行方向に向いた座席の座面が外れ、床面に落下していた。（１両目で２

か所、２両目で９か所） 

(4) １両目右前面の足かけに、踏切遮断機本体のものとみられる黄色の塗料の

痕跡があった。 

(5) 床下機器や台車下面に、多数の擦過痕や損傷が見られた。 

（付図１０ 車両の損傷状況 参照） 

 

２.５ 乗務員に関する情報 

運転士  男性 ５２歳 

甲種内燃車運転免許    平成 ６ 年 ３ 月 ２ 日 

甲種電気車運転免許    平成 ９ 年 ９ 月２４日 

 

２.６ 運転取扱いに関する情報 

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の実施に関する基準として、同省令に

基づき、同社が九州運輸局長に届け出ている列車運転速度表によると、赤水駅の大分

方の分岐器（赤水駅２１号、１２番片開き分岐器）の分岐側制限速度は４５㎞/hとさ

れている。また、豊肥線内では、直線路等、特に制限を設けていない場合については、

最高運転速度は９５km/hとされている。 

 

２.７ 地震発生時及び発生後の運転取扱いに関する情報 

2.7.1 地震を感知又は緊急地震速報を受信した場合の運転に関する情報 

同社の社内規定である「気象異常時運転規制手続（規程）」（以下「運転規制手続」

という。）によると、運転中に地震を感知した場合の取扱いについて、以下のとお

りとされている。（抜粋） 

 

第４章 地震 

（地震を感知した運転士及び車掌の取扱い） 

第２２条 

運転士及び車掌は、運転中に地震を感知して列車の運転に危険があると思

われる場合は、直ちに列車を停止させる。 

２ この場合、列車の停止位置が築堤、切取り、 橋 梁
きょうりょう

上、陸橋下、トンネル
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築堤・切取り・橋りょう・陸橋下・トンネル等をさける。 

※このような場所に停止したときは注意して安全な場所へ移動させる。 

等の場合は、進路の安全を確認のうえ、安全と認められる場所に列車を移動

させる。 

 

また、同社の社内規定である「異常時取扱いマニュアル」では、運転中に地震を

感知したとき又は緊急地震速報を受信したときの取扱いについて、以下のとおりと

されている。（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 地震による運転規制に関する情報 

運転規制手続によると、地震時の対応について、以下のとおりとされている。

（抜粋） 

 

第４章 地震 

（地震警報器） 

第２０条 地震警報器の動作及びその取扱いは、次のとおりとする。 

（１） ４０ガル*4以上のとき 

 赤色灯点灯ブザー鳴動 

（２） 輸送指令員等又は駅長は、当該運転規制区間を運転する全列車に対し

一斉停止の指示をする。その後の運転規制については、計測震度によ

る。 

 
                                                                              
*4 「ガル（Gal）」とは、主に地震の分野で用いられている加速度の単位で１Galは１cm/s2である。 

地震を感知又は緊急地震速報を受信 

直ちに停止 

車掌に連絡、打合せ 

停止位置確認 

指令又は駅長室に連絡 
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（計測震度による運転規制等） 

第２１条 地震のため運転規制を行う場合の運転規制は次による。 

計測震度*5 

（震度） 

運転速度等 

３.９以下 規制なし 

４.０～４.４ 

（震度４に相当） 

２５km/h以下 

４.５以上 

（震度５
原 文 マ マ

以上*6に相当） 

列車の運転中止 

２ 人体に強い地震を感じた場合も前項の規定を適用する。 

 

また、運転規制手続の「附則 別表第３」によると、豊肥線の運転規制区間と参

照する地震計を設置する停車場の関係は、以下のとおりとされている。（抜粋） 

 

別表第３ 

地震に対する運転規制区間等 

運転規制区間 地震計設置停車場 指定保守区長 

熊本～肥後大津 熊本 熊本鉄道事業部長 

肥後大津～赤水 立野 

赤水～滝水 宮地 

滝水～菅尾 豊後竹田 熊本鉄道事業部長 

大分鉄道事業部長 

菅尾～大分 大分 大分鉄道事業部長 

※ 豊肥線以外の線区については記載を省略 

 

 

                                                                              
*5 「計測震度」とは、地震発生時に計測震度計で観測された地震による振動加速度を、機器内部で数値処理し得

られる値のことで、１０段階の震度階級と計測震度は以下の対応となっている。 

震度階級 計測震度 震度階級 計測震度 

０ ０.５未満 ５弱 ４.５以上５.０未満 

１ ０.５以上１.５未満 ５強 ５.０以上５.５未満 

２ １.５以上２.５未満 ６弱 ５.５以上６.０未満 

３ ２.５以上３.５未満 ６強 ６.０以上６.５未満 

４ ３.５以上４.５未満 ７ ６.５以上 

 

*6 「震度５以上」とは、平成８年まで用いられていた７段階の震度階級における表現によるもので、平成２８年

現在用いられている１０段階の震度階級では、「震度５弱以上」に相当する。 
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なお、同社によると、運転規制の手続を行った後については、指定保守区長が、

担当区域内の巡回等必要な手配を行い、運転規制の必要の要否について輸送指令員

に報告し、輸送指令員が、その報告に基づいて運転規制の解除又は継続の取扱いを

行うとのことである。 

 

2.7.3 前震から本事故発生までの地震と運転規制、線路点検に関する情報 

同社によると、前震から本事故発生時までの豊肥線の赤水駅付近における列車の

運転規制の対象となった計測震度４.０以上の地震と運転規制、線路点検に関する

時系列は表３のとおりであった。 

 

表３ 前震発生から本事故発生までの時系列 

日付 時刻 内容 

４月１４日 ２１:２６ 前震発生（計測震度：立野駅５.１、宮地駅３.４） 

地震警報器赤色灯点灯、ブザー鳴動 

肥後大津駅～赤水駅 列車運転中止（指令所） 

２２:０７ 余震発生（計測震度：立野駅４.６、宮地駅２.８） 

４月１５日 ００:０３ 余震発生（計測震度：立野駅４.０、宮地駅２.９） 

０５:３０ 肥後大津駅～赤水駅 軌道自転車による線路点検 着手 

０９:５０ 肥後大津駅～赤水駅 軌道自転車による線路点検 終了 

軌道に異状なしを確認 

１４：０７ 肥後大津駅～赤水駅 運転規制を解除（指令所） 

１７:２９ 確認列車が宮地駅を発車 

（施設社員添乗。地震による異状（踏切動作、動揺）の有無

確認。） 

１８:４１ 確認列車が肥後大津駅に到着 異状なしを確認 

４月１６日 ０１:２５ 本震発生（計測震度：熊本駅５.９、立野駅不明（通信線切

断）、宮地駅５.５） 

本件列車が脱線 

肥後大津駅～赤水駅 列車運転中止（指令所） 

 

また、同社によると、前震以降の対応の詳細は、以下のとおりだったとのことで

あった。 

事故発生箇所である赤水駅構内は、運転規制区間「肥後大津駅～赤水駅」に含ま

れており、４月１４日に発生した前震で立野駅設置の地震計にて計測震度５.１を
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観測したため、列車の運転を中止した。 

このため、翌４月１５日に軌道自転車による線路点検を行ったところ、異状は認

められなかったため、運転規制（列車の運転中止）を解除した。これを受けて、踏

切の動作や、列車の動揺等の異状の確認を目的とした確認列車を同運転規制区間で

運転したが、異状は認められなかったとのことである。なお、この確認列車の運転

後に事故発生箇所を走行した最初の列車は、本件列車であった。 

また、同区間を監視する立野駅の地震計は、本震発生時も、測定部と処理部につ

いては内蔵バッテリーで機能し続け、通信系統については商用電源が停電したため

一時的に機能を停止したが、直後に、立野駅に設置している非常用発電機による電

力で機能する状態となった。しかしながら、立野駅近傍で発生した、本震による土

砂崩れにより、同地震計と指令所を結ぶ通信線が切断されたため、警報が指令所に

伝わらなかった。そのため、隣接する区間の熊本駅、宮地駅の地震計の警報によっ

て、指令所から運転中止指示の連絡をするところであったが、運転士からの、脱線

した旨の連絡が先（１時２７分ごろ）に入ったとのことである。 

 

２.８ 気象に関する情報 

本事故発生当時の降水量・風速等については、事故発生箇所から北東５kmに位置す

る気象庁の阿蘇乙姫地域気象観測所（アメダス）の記録によると、本事故発生当

日０時～１時の降水量は０.０mm、１時の風向・風速は、南東に０.５m/sであった。 

また、事故発生箇所から西南西２９kmに位置する熊本地方気象台の観測記録による

と、４月１５日２１時の天気は快晴、４月１６日３時の天気は晴れであった。 

 

２.９ 地震に関する情報 

2.9.1 概要 

気象庁が公表している資料によると、平成２８年４月１６日１時２５分０５秒４

（震源）に、マグニチュード*7７.３、最大震度７の本震が発生した。震央は、北緯

３２°４５.２’、東経１３０°４５.７’（熊本県熊本地方）であり、震源の深さは

１２kmであった。また、震央は事故発生箇所である赤水駅の南西約２８.９kmの距

離にある。 

また、本震による地震波は、１時２５分１０秒１に検知され（検知観測点：熊本

泉）、１時２５分１４秒０に、緊急地震速報（警報）が熊本県阿蘇地方を含む地域

に出されたとのことである。 

（付図１１ 震央と事故発生箇所及び地震計位置 参照） 

 
                                                                              
*7 「マグニチュード」とは、地震の規模を表し、地震が発散したエネルギーの大きさを表す指標の一つである。 
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2.9.2 地震動 

同社によると、事故発生箇所の近傍では、立野駅及び宮地駅に在来線地震情報監

視システム用の地震計が設置されている。当該地震計で測定された震度と最大加速

度（水平２方向合成加速度）、検知時刻（初期微動*8（以下「Ｐ波」という。）の検

知時刻）は、表４のとおりである。 

 

表４ 立野駅、宮地駅地震計観測データ（本震時） 

測定点 
事故発生箇所

からの位置 
震度 

最大加速度 

（水平２方向合成） 

（Gal,cm/s2） 

検知時刻 

（初期微動検知） 

震央からの 

位置 

立野駅 
南南西 

約４.９km 
６強 １,０９８ １時２５分１０秒 

北東 

２４.５km 

宮地駅 
東北東 

約１１.９km 
６弱 ３６３ １時２５分１５秒 

北東 

４０.０km 

（※ １Gal=１cm/s2、重力による加速度１Ｇ=約 980Gal） 

 

また、上記２箇所のうち、事故発生箇所に近い、立野駅の地震計で記録された振

動加速度波形（１時２５分０秒からの６０秒間）を図２に、そのうちＰ波の前５秒

からの２５秒間（１時２５分５秒から同３０秒）を拡大したものを図３に示す。こ

の波形から、１時２５分１０秒０ごろにＰ波が到達し、同１４秒５ごろに主要動*9

（以下「Ｓ波」という。）が到達したと見られる。 

振動加速度波形から数値計算により、南北、東西、上下方向の変位を算出したグ

ラフを図４に示す。また、グラフ脇に、事故発生箇所での本件列車の進行方向を参

考として示す。なお、本件列車の事故発生箇所における進行方向はほぼ北、右はほ

ぼ東、左はほぼ西にあたる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              
*8 「初期微動」とは、地震の初期の小さな地震動のこと。これに続く主要動よりも伝搬速度が速い。 

*9 「主要動」とは、初期微動に続く大きな地震動のこと。振動の加速度、振幅が大きく建物等が破壊に至ること

がある。 
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図２ 振動加速度波形（立野駅）１時２５分０秒～１時２６分０秒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図３ 振動加速度波形（図２の拡大）１時２５分５秒～１時２５分３０秒 
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図４ 変位波形（立野駅）１時２５分１０秒～１時２５分３０秒 

 

気象庁が公表している資料によると、赤水駅から南東に約８.４km離れ、震央か

らは東北東約３２.３kmに位置する阿蘇山特別地域気象観測所に設置された地震計

（以下「南阿蘇村中松地震計」という。）では、図５に示す振動加速度波形が記録

されている。波形から、Ｐ波は１時２５分１１秒９ごろに到達し、Ｓ波は同   

１６秒５ごろに到達したと見られる。 
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図５ 振動加速度波形（気象庁 南阿蘇村中松地震計）１時２５分１０秒～１時２５分３０秒 

 

（付図１１ 震央と事故発生箇所及び地震計位置 参照） 

 

 
３ 分 析 

 

３.１ 車両に関する分析 

車両については、2.1.1に記述したように、運転士は、運行前に熊本車両センター

にて本件列車となる前の車両に対し、出区点検を実施したところ、特に異状はなく、

事故発生箇所直前の赤水駅２番線までは問題なく本件列車を運転できたと口述してい

ること、2.3.3(2)及び2.3.3(3)に記述したように、本件列車の車両の検査記録及び静

止輪重比の記録に異状が見られなかったことから、事故発生前には車両に異状はな 

かったものと推定される。 

 

３.２ 事故発生箇所付近の軌道に関する分析 

事故発生箇所付近の軌道については、2.4.1.2(3)で記述したように、４０ｋ３２０

ｍ付近、４０ｋ３２７ｍから４０ｋ３３３ｍにかけて、同社の整備基準値を超える通

り変位が、４０ｋ３１９ｍ付近で同社の整備基準値を超える平面性変位が見られた。 

これについては、2.3.2.3に記述したように、本事故直近の軌道検測結果に異状は

認められなかったこと、2.7.3に記述したように、４月１４日の前震の後、４月１５

日に実施された軌道自転車及び確認列車による点検では線路に異状は見られなかった
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ことから、本事故発生前の軌道には異状はなかったものと推定される。 

このような状況から、整備基準値を超える軌道変位については、脱線した本件列車

が同箇所を走行したことによる荷重や本震による地震動、及び現地調査時までに発生

した余震による地震動の影響により、発生した可能性があると考えられる。 

 

３.３ 脱線発生箇所付近で見られたレールの大きな変形に関する分析 

2.4.1.2(4)に記述したように、Ｆ地点（４０ｋ３５４ｍ付近）を頂点として、左右

のレールに左方向に約４００mmの変形、及びＦ地点から約３ｍ大分駅方寄りである 

４０ｋ３５７ｍ付近を最大とした約２３０mmの軌間拡大が見られた。 

３.６に後述するように、１両目の前台車については、同変形の箇所に至る前のＥ

地点から脱線し始めたと考えられる。 

また、2.1.1及び2.3.1(2)に記述したように、１両目後台車全軸については、列車

が停止するまでに、上記の変形及び軌間拡大が見られる箇所を走行したにもかかわら

ず最終的に脱線はしておらず、また、停止に至る途中で脱線し復線したような痕跡も

なかったことから、同変形及び軌間の拡大は１両目が当該地点を通過した後に発生し

たもので、本件列車の脱線の原因となるものではないと推定される。 

同変形が発生した理由としては、図６に示すように、１両目前台車全軸及び２両目

後台車全軸がレールの右側に脱線し、「く」の字の状態で走行していた本件列車の１

両目前台車第１軸の車輪が、小割１号踏切道のコンクリートブロック製の舗装に乗り

上げた際に、前後方向の衝撃がかかり、列車を水平座屈*10させるような状態となり、

その時点でＦ地点を通過中の２両目前台車によってレールに大きな左方向の荷重がか

かり、レールを変形させた可能性があると考えられる。なお、２両目前台車全軸につ

いては、その後、レールの左側に脱線したものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ レールの変形が発生したと考えられる状況 

                                                                              
*10 「水平座屈」とは、列車の前後方向に過大な荷重が作用したときに、車両同士が連結面部分において大きく

ずれる列車座屈という現象のうち、左右方向にずれるものをいう。 
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2.1.2表１に記述したように、運転状況記録装置の記録には、１時２５分２２秒か

ら２３秒にかけて、戸閉め表示灯回路が瞬間的に切れたことが２回記録されている。 

同回路は、本件列車に８か所ある旅客用乗降口の扉（以下「側扉」という。）のい

ずれかの開扉を検知すると切れるが、2.1.2表１に記述したように、同時刻にドアス

イッチが扱われた記録はないため、通常は空気圧により閉じる方向に押しつけられて

いる側扉が、車輪がコンクリートブロック製舗装に乗り上げた衝撃で瞬間的に開いた

か、検知スイッチ内部の接点が同衝撃により瞬間的に離れたものと考えられる。 

また、2.4.2(3)に記述したように、進行方向を向いた座席の座面が多数落下してい

た。進行方向を向いた座席の場合、座面は先端を少し持ち上げ、前方にずらすことで

外せる構造である。本事故発生時には、座席には１両目前台車及び２両目後台車が脱

線し、まくらぎ上を走行したことによる上下の振動を受けつつ、車輪がコンクリート

ブロック製舗装に乗り上げたことにより、座面を前方にずらされるような大きな減速

度がかかったものと考えられる。 

 

３.４ 走行速度に関する分析 

2.6に記述したように、赤水駅の大分駅方に分岐側制限速度を４５km/hとされてい

る分岐器（赤水駅２１号）がある。 

2.1.2表１に記述したように、運転状況記録装置の記録から、本件列車の２両目後

台車第２軸が同分岐器から進出した時点での走行速度は、約３６km/hと考えられるこ

とから、脱線に至るような速度超過はなかったと考えられる。 

 

３.５ 地震波が到達した時刻の分析 

事故発生箇所への地震波の到達時刻を以下のように推定した。 

(1) 地震計の記録から地震波到達時刻を推定 

地震波について、2.9.2に記述したように、立野駅と宮地駅に設置された

地震計のＰ波検知時刻が、それぞれ１時２５分１０秒と１時２５分１５秒で

あり、５秒の差があったこと、及び立野駅、宮地駅、赤水駅（事故発生箇所）

における震央からの距離の差を考えると、事故発生箇所である赤水駅付近に

は１時２５分１１秒４ごろにＰ波が到達した可能性があると考えられる。 

また、Ｓ波の到達時刻については、震央から２４.５kmの立野駅地震計の

記録では、Ｐ波からＳ波までの時間が約４.５秒、震央から３２.３kmの距離

にある南阿蘇村中松地震計の記録では同約４.６秒とみられることから、震

央からの距離が２８.９kmである赤水駅でのＰ波からＳ波の時間差も、４.５

秒程度であったと考えられる。 

このような状況から、事故発生箇所へのＳ波到達は１時２５分１６秒ごろ
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であったと考えられる。 

(2) 運転状況記録装置の記録から地震波到達時刻を推定 

運転状況記録装置に記録された速度情報には、2.1.2の表１に記述したよ

うに、赤水駅を出発してから、変わらず５ノッチで力行状態であった本件列

車が、１時２５分１６秒０ごろから、加速が緩慢となり、その後、車両の性

能を超えて加速したりしたことが記録されている。 

これは列車が実際に加減速しているのではなく、線路がレール方向を含む

地震動を受けて前後方向に動いたことにより、車輪の回転を緩慢にしたり急

激に回転させたりしたものと考えられ、それを車両の速度発電機にて検出し

たものと考えられる。よって、Ｓ波到達は、１時２５分１６秒０ごろであっ

たと考えられる。 

 

３.６ 脱線に関する分析 

3.6.1 レール上の痕跡と列車の輪軸の位置について 

2.4.1.1に記述したように、Ａ地点、Ｂ地点、Ｄ地点及びＥ地点の右レール、並

びにＣ地点の左レールに車輪によるとみられる痕跡が見られた。そのうちＡ地点の

ものとＤ地点のものについては、その地点以降のまくらぎ上にも脱線した車輪が走

行したとみられる痕跡が見られた。 

Ａ地点で見られた痕跡を２両目後台車２軸目によるものと仮定し、本件列車のそ

れぞれの輪軸の位置とレールの痕跡とを比較したところ、付図６に示すように、Ｂ

地点のものは２両目後台車１軸目と、Ｃ地点のものは２両目前台車１軸目と、Ｄ地

点及びＥ地点のものは１両目前台車の２軸目及び１軸目の位置と一致する。 

このことより、本件列車の１両目前台車の全軸と２両目後台車の全軸の右車輪に

ついては、ほぼ同時刻に右レールに乗り上がって脱線し、２両目前台車のいずれか

の軸の左車輪は左レール上に乗り上がり、フランジで走行する状態になったと考え

られる。 

 

3.6.2 脱線した時刻について 

本件列車の脱線位置について、3.6.1に記述したように、Ａ地点の痕跡を２両目

後台車２軸目によるものと考えると、本件列車は赤水駅２番線の列車停止位置目標

から約１３１ｍ走行した位置で脱線し始めたと推定される。 

2.1.2に記述した運転状況記録装置の記録から、本件列車が赤水駅を出発後、 

１３１ｍ走行した位置での時刻を確認したところ、１時２５分１７秒６ごろであっ

たと推定される。 
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3.6.3 脱線開始の原因について 

本件列車の脱線開始の原因については、3.6.1に記述したように、レールに見ら

れた痕跡から、本件列車の１両目前台車の全軸と２両目後台車の全軸の右車輪が、

ほぼ同時刻に右レールに乗り上がって脱線し、それと同時に２両目前台車のいずれ

かの軸の左車輪は左レール上に乗り上がり、フランジで走行する状態になったと考

えられ、その時刻については、3.6.2に記述したように、レール上の痕跡と運転状

況記録装置の記録による、本件列車が脱線した時刻の分析から、１時２５分１７秒

６ごろと推定される。 

また、３.５に記述したように、地震計の記録及び運転状況記録装置の記録によ

る地震波の到達時刻の分析から、本件列車は赤水駅を出発後、走行中、１時２５分

１６秒０ごろにＳ波を受けたと考えられ、これは、前述した本件列車が脱線開始し

たと推定される時刻の直前であったと推定されることから、本件列車は本震による

地震動を受けたため、脱線したものと推定される。 

 

３.７ 踏切の損傷に関する分析 

2.4.1.2(6)に記述したように、小割１号踏切の踏切遮断機１台の損傷については、

遮断機本体側面に１両目の車両前面の足かけと同形状とみられる痕跡があったこと、

2.4.2.(4)に記述したように、本件列車の１両目前面の足かけには遮断機本体のもの

とみられる黄色の塗料の痕跡があったことから、脱線した本件列車の前面足かけと衝

撃して基礎部から分離し、破損したものと推定される。 

 

３.８ 前震以降の運転規制に関する分析 

前震後の運転規制については、2.7.3に記述したように、４月１４日に前震が発生

し、立野駅で計測震度５.１が観測されたため、同社の運転規制手続に基づき、列車

の運転を中止した。その後、４月１５日に軌道自転車を使い、軌道に問題がないこと

を確認した上で規制を解除していることから、運転が再開されたことについて、問題

はなかったと考えられる。 

また、本震後の運転中止の連絡については、2.7.3に記述したように、本件列車が

走行していた区間を監視する立野駅にある地震計から指令所までの通信線が、本震に

よる土砂崩れにより切断されたため、警報が指令所に伝わっていないものの、隣接区

間である熊本駅、宮地駅の地震計の警報を見て、指令所から運転中止指示の連絡をし

ようとしていた。しかしながら、本件列車は本震のＳ波を受けた直後に地震動により

脱線したため、脱線する前に連絡することは不可能であったと考えられる。 
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３.９ 気象に関する分析 

気象については、２.８に記述したように、異常と思われる数値は記録されていないこ

とから、脱線事故に関与するような気象状況はなかったと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、列車が赤水駅構内を走行中に、「平成２８年（２０１６年）熊本地震」

のうちの、４月１６日１時２５分ごろに発生した地震による、大きな地震動を受けた

ため、１両目前台車全軸及び２両目後台車全軸の右車輪がほぼ同時に右レールに乗り

上がって右側に脱線し、その後、２両目前台車全軸の左車輪が左レールに乗り上がっ

て左側に脱線したことにより、発生したものと推定される。 

２両目前台車全軸の脱線については、１両目前台車第１軸が、脱線後に走行しなが

ら踏切のコンクリートブロック製の舗装に乗り上げた衝撃により、列車が水平座屈し、

２両目前台車によってレールに大きな左方向の荷重がかかり、レールを変形させたこ

とから発生した可能性があると考えられる。 
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付図１ 豊肥線の路線図 

 

 

付図２ 事故発生箇所付近の地形図 
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付図５ 事故発生前後の運転状況グラフ 
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付図９ 事故後の軌道変位の状況（事故による変形を含む） 
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付図１１ 震央と事故発生箇所及び地震計位置 

 


